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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年６月１７日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時４９分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 野原　修  委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　教育総務部長　登阪　弘

子育て支援課長　大橋徹之

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘　教育推進課長　撰田裕美　児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

議案第３７号　摂津市奨学資金条例を廃止する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○柴田繁勝委員長　おはようございます。

　ただいまから文教常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は何かとお忙しいところ、文教常

任委員会をお持ちいただきまして、あり

がとうございます。またご苦労さまでご

ざいます。

　本日は過日の本会議で上程されました

摂津市奨学資金条例を廃止する条例につ

いて、ご審査をいただくことになります

が、何とぞ慎重審査の上、ご可決いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。

　一たん退席させていただきます。

○柴田繁勝委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、南野委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　議案第３７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。質疑のある方は、挙手を

お願いします。ありませんか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、質問をさせていただきます。

今回の議案第３７号、奨学資金条例を廃

止する件でございますが、昭和４５年に

つくられてからこの間４０年余り経過し

ました。一定の役割を果たしてきている

ものと思いますし、この奨学資金の貸し

付けというものについてはさまざまな貸

付制度もほかにも残っているというふう

にも聞いておりますが、市としてこの条

例を廃止するに至った考え方、それから

廃止による影響ですね。今まで受けてお

られた方といいますか、廃止されたのち

の新１年生からこの廃止の影響が出るわ

けですけれども、廃止されずに継続され

たとしたら受けられたであろう人たちと

いうのは大体どのぐらいになるのかです

ね。どのように考えているのかをお聞か

せいただきたい。

　それから廃止ということになりますの

で、これまでの貸し付けの残高と、それ

から今後の回収をどのように考えておら

れるのかをお聞かせいただきたい。

　それから一緒に聞いておきますが、今

回条例を廃止したあと、給付制の新たな

制度ということをご説明されておりまし

たが、その点についても一緒にお聞かせ

いただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　三点です。それでは、

答弁のほうを大橋課長。

○大橋子育て支援課長　安藤委員のご質

問に順次ご答弁を申し上げます。

　まず廃止するに至った経過、考え方で

ございます。本市の奨学資金貸付制度に

つきましては、昭和４５年に条例を制定

し、これまで制度運用をしてまいりまし

た。その間に延べ１，７００名程度の方々

に貸し付けを行ってまいっております。

　この貸付制度の考え方といたしまして

は、公立高等学校の授業料相当額を貸し

付けるという考え方で、公立高等学校の

授業料が改定されるに伴い、この貸し付

けの金額も見直しをしてまいった経過が

ございます。

　平成２２年度から国及び大阪府が高等

学校の基本的には無償化という方針のも

とで、新たに支援制度を創設したことに

よりまして、公立高等学校はもとより私

立の高等学校におきましても平成２３年

度においては実質年収ベースで６１０万
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円の方々までが５８万円という授業料相

当額が実質無償化になっており、さらに

年収ベースで８１０万円までの方につき

ましても、大阪府の育英会の一時貸付金

を借り入れることによって実質の授業料

の無償化が達成されているという現状が

ございます。

　したがいまして、この本市の条例の制

度趣旨であります授業料相当額を貸し付

けるということにおきましては、一定、

その役割を終えたということの考え方で

この条例を廃止させていただくというこ

とでございます。

　廃止されたのちの影響ということでご

ざいますが、平成２３年度、今年度まで

この制度が運用されます。この平成２３

年度まで、奨学生として認定された方々

については、引き続き卒業まで現在の制

度で運用してまいります。新たに平成２

４年度から、平成２４年度に高校生にな

る方がこの制度が受けられないというこ

とになってまいりますが、毎年、ここ３

年ぐらいは４０人強ぐらいの奨学生が新

たに新１年生で認定されておりますが、

この方々は実際には翌年度から恐らくこ

のぐらいの人数の方が受けられなくなる

ということになるんでございますが、授

業料が実質無償化になっておりますので、

そのことを考えますと、基本的には影響

がないということでは考えております。

ただ私立の高等学校につきましては、や

はり授業料以外にかかる経費の部分が非

常に公立高等学校に比べても多くの経費

がかかるということで、後ほど説明させ

ていただきますが、その部分で給付型と

いうことでは考えております。

　残高、回収の考え方でございますが、

これまで延べで１，７００名程度。実質

の貸付者数は７００名程度になるかと思

うんですけれども、１億６，６００万円

程度の総貸付額になっておりまして、単

純な総返済額ということでございますと、

１億４００万円程度。単純な割り戻しの

率でいいますと、６３％程度になるかと

思います。ただこの部分については、高

等学校卒業後半年を経過した後１５年の

期間の中での返済を完了していただくと

いうことの条例になっておりますので、

非常に長い期間ということでございます。

ですから返済計画を策定していただきま

すが、その中でもやはり経年の中でのい

ろいろな事情等が発生したときには、そ

の計画というものを１５年の期間の中で

見直すということが十分にあり得る話で

ございますので、現在滞納がどれぐらい

かというところの詳細な数字等について

は非常に算出が難しい部分があるんです

けれども、すべて現在一番古い方で昭和

５８年ぐらいの貸し付けの方がおられる

んですけれども、すべての方を台帳管理

しておりますので、これにつきましては、

条例廃止後も引き続きしっかりと管理を

して回収、返済ということで事務を進め

てまいりたいということで考えておりま

す。

　最後に給付型の制度の考え方でござい

ますが、国と府によります支援制度です

ね、実質授業料が公立高等学校も私立の

高等学校も無償化になったわけなんです

けれども、この無償化につきましては、

議論があるところで一律の無償化という

ことが、教育格差というものを助長しか

ねないという見解もあるというふうに言

われております。そういったことからす

ると、やはり授業料が無償化になったけ

れども低所得者層の支援というものが必

要ではないかという考え方になるかと思

います。

　それとそのあたりは国のほうも一定考

慮しておりまして、これまで２年間無償
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化の制度の創設に合わせて、給付型の奨

学金の創設も国のほうとしては考えておっ

たようですけれども、この部分について

は２年連続でその予算が見送られたとい

う経過もございます。

　それともう一つは経済的な理由で私立

の高等学校を中退された方というのは過

去最低の水準になっておりまして、これ

も実質無償化の成果があらわれていると。

そういうことからしますと、やはり低所

得、本当に生活が困窮されている方への

支援というものはやはり何らかの形で必

要であろうという結論に至りましたので、

市として給付型の支援金制度、補助金制

度といいますか、そのあたりを創設した

いというふうに考えております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　はい、今ご説明をいただ

きました。

　貸付制度については授業料が実質無償

化になったということで、授業料相当の

部分の貸し付けという役割は終わったと。

ただ低所得者層の方々への学習機会均等

という考え方からも支援をしていくとい

うことから給付型というふうに移行して

いくというお話だと思いますが、貸し付

けと給付を考えたときに貸し付けの制度

であれば、これは当然今もお話がありま

したように、総貸付額から今総返済額で

いきますと６３％とほど返ってきている

と。順次これからも借りられてる方が返

していかれることになると思いますけれ

ども、長期でみれば財政的な負担という

のは金利の部分だけになるのかなと思い

ますね。そういったことを考えると、奨

学資金貸し付けという考え方と給付とい

う考え方というのはおのずとちょっと違っ

てくる、性格が違う部分があるんじゃな

いかなというふうに思うんですが、だか

らこそ所得制限も大分大きな差があるよ

うに思います。

　今までの貸し付けが今収入ベースで八

百数万円ほどの収入基準ですね。先般い

ただいた資料でお聞きしておりますが、

基準になっている。一方給付型のほうで

お考えになっている部分については合計

所得を基準にしてこれまでの資金貸付制

度と比べると大分大きく下がっていると

思います。この辺の収入基準が違ってい

る点、大きく引き下げての基準という点

についてのお考えを教えていただきたい

なというふうに思います。

　それから授業料無償化になりましたけ

れども、高校に行きますとさまざまな負

担がかかります。今、大橋課長からもお

話がありましたように、私学に行った場

合というのもかなり入学料であるとか制

服代であるとか教科書代であるとか、い

ろいろなお金がかかってくるというふう

に思いますけれども、公立でも私学とま

では行かなくても結構大きなお金もかかっ

てくるというふうに思うわけですね。大

体どのぐらいかかるのかという把握をし

てらっしゃるのでしょうか。公立と私学

と授業料以外でどのぐらいかかっている

のか、その点についても把握しておられ

ればお聞かせをいただきたいということ

です。

　２点目、以上です。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　２点のご質問に

ご答弁申し上げます。

　まず所得基準の考え方でございますが、

本市の奨学金の制度につきましては、大

阪府の育英会の制度に準じておりまして、

育英会の中での基準額というものが課税

標準で約３６２万円。これを収入に換算

しますと約８００万円程度ということに

なります。この８００万円という部分の

根拠については、少しそれがどういう根
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拠かというのは非常に難しい部分がある

んですけれども、制度そのものの考え方

としては、８００万円といいますとかな

りの高額の収入になるかなと思いますの

で、割と間口を広くしている制度になっ

ているのかなというふうに思っておりま

す。それに準じておりますので、これま

で本市といたしましても年収８００万円

程度の方までの部分について認定をさせ

ていただいてきたということであります。

　ただ給付になりますとやはりその基準

の考え方については、単に給付というこ

とだけではなくて、やはり授業料の実質

の無償化になったことによるさまざまな

結果を勘案しながらやはり低所得の方と

いう部分に限定するという考え方に至っ

たということでございます。

　それと、授業料以外にかかっている経

費の把握でございますが、これについて

は文部科学省のほうで隔年実施で学習費

調査というものを実施しておりまして、

授業料、入学金、学用品等も含んだ学校

教育費という部分と学校外活動費、これ

は塾であったり参考書の購入であったり

家庭教師とかその他スポーツ、文化活動

等に要する経費ということで二つの項目

で調査をしております。トータル額でい

いますと、公立高等学校につきましては

平成２０年度の調査結果でございますけ

れども、年間約５１万６，０００円とい

う結果になっておりまして、私立高等学

校のほうは約９８万円と、やはり私立高

等学校のほうがかなり経費がかかると。

実際に私立高等学校に行っておられる子

どもさんがおられる保護者の方に聞きま

しても、やはりその入学時のかかる経費

というのは相当開きがあるというふうに

も聞いておりますので、やはり低所得の

方で私立の高等学校に通う方を対象にと

いうことで考えております。

　また高等学校の授業料無償化の影響で、

本市においても私立の高等学校に進学さ

れる方が非常に今年度ふえたという経過

がございますので、このことについては

今後も引き続きこういう状況になるであ

ろうということを考えたときには、私立

の高等学校の低所得者の方ということで

考えていきたいということでございます。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　給付型を導入するという

ことについてはいいことだと思います。

低所得者の方も私学に進学したとき、経

済的な理由によってその進学をあきらめ

たり、それから学校へ行くのをもう中途

でやめなければならないような状態にな

らないというためにも充実をしていくと

いうことは非常にいいことではないかな

と思うんですね。

　同時に貸付金の制度がもう本当に必要

ないのかと言えば、必ずしもそうではな

いんじゃないかなというふうに思うんで

すね。貸付金でありますから給付ではな

くて、当然返ってくるものです。ですか

ら一時的に高校進学のときに、また高校

在学中での援助という点では非常にこれ

からも利用者の数は減るかもしれません

けれども、重要な制度ではないかなと思

うんですね。今、大橋課長からお話しい

ただいた授業料以外で公立でも５１万６，

０００円というお金がかかっていると。

　前年の所得と今年の所得というのは、

今サラリーマン家庭でも、それから自営

業者の方々でも今の経済状況から大きく

変動しているのが実態で、昨年の収入が

あってもことし病気であったりとか会社

の倒産であったりとか、突然家計の急変

状況に対応ができない制度が非常に多く

て、子どもたちにも影響が出かねない状

況になっていると思うんです。そういう

ときに貸し付けの制度が残っていれば、
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それを利用して学校を卒業してから返し

ていくということで、そういう子たちを

助けてあげることもできるんではないか

なというふうに思うんです。

　現状でも授業料が無償化になった今年

度でも摂津の奨学金制度を活用している

人が４０人、５０人といらっしゃるとい

うことから考えても、やはり制度として

は意義はまだまだ残っているんではない

かなというふうに思うんですけれども、

その点についてどうお考えなのか、もう

一度お聞かせをいただきたい。

　同時に給付型の制度を導入するという

点について先ほども言いましたけれども、

いいことだと思いますが、今回の奨学資

金貸付制度が条例廃止のあと新しい制度

として、それが条例では出されないとい

うふうに聞いてるんですけれども、なぜ

そうなのか。そのことも一緒に聞いてお

きたいと思います。

○柴田繁勝委員長　２点ですけど、大橋

課長。

○大橋子育て支援課長　順次ご答弁を申

し上げます。

　貸付金の存続の部分のご質問でござい

ますが、高校生を対象としました奨学金

支援金制度というものは、大阪府の育英

会の制度を筆頭に大阪府社会福祉協議会

がされている生活福祉資金の貸付制度。

また厚生労働省のほうも生活福祉資金と

いうのを持っております。そのほかにも

定時制、通信制に通う方を対象としたも

のであったり、母子寡婦の方を対象とし

たものであったり、交通遺児の方を対象

としたものであったり、さまざまござい

ます。従いまして、そこの部分で十分貸

し付けの部分については賄っていただけ

るというふうに解釈をしておりますし、

本市といたしましては、この厳しい時代

の中で高等学校を卒業した時点で年間１

４万４，０００円ですから４３万円ほど

になるかと思うんですけれども、それで

もやはりそういった借金といいますか、

債務といいますか、そのあたりを抱えて

卒業をしていただくというのもやはりこ

の厳しい時代の中では余りよくないこと

ではないかということもございまして、

貸し付けの部分については一たん廃止と

いうことでさせていただきたいというこ

とでございます。

　新たな給付型の制度がなぜ条例ではな

いかという部分につきましては、この給

付型の制度につきましては一定向学心と

いうものを考慮させていただきたいとい

うふうには考えておりますが、あくまで

も奨学金という考え方ではなくて学習支

援金的な、補助金的な考え方のもとで創

設をしたいということで考えております。

そのときに本市の他の補助金の制度の枠

組みであったり対象者の部分であったり

を考えますと、条例ということではなく

要綱ベースで制度の枠組みを構築したい

と、構築することが適切であろうという

ことの判断のもとに現在のところ要綱と

いうことで考えております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　貸し付けの制度について

は高校を卒業したときに借金を抱えてと

いう状況も余りよろしくないという事で

ありますが、しかしこの貸し付けという

のは奨学生に対して貸し付けをするわけ

で、目的がはっきりしています。しかも

それはみずからの意思に基づいて借りる

ものですね。しかも、いわゆる市場で出

回っている教育ローンのように利子によっ

て膨れ上がっていくようなものではなく

て無利子で提供されて、今までもそういっ

た活用がされてきたということでいえば、

ある意味、摂津市がその子どもたちの進

学を応援するということではその子ども
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たちが将来摂津市や社会に対しての、地

域や社会や摂津市で育ててもらえた。そ

ういうような地域に対する愛着というも

のも醸成していくという意味でも役割は

あるんではないかなというふうに思うん

ですね。

　例えば大阪府の育英会のものですと、

平成２３年からは授業料が無償になりま

したので授業料無償の部分は貸し付けの

金額からなくなってプラス上限１０万円

という形での貸付制度。貸し付け上限額

を落として制度を続けているわけですね。

先ほどもご説明がありましたけれども、

授業料以外にもさまざま経費がかかると

いうのは共通の認識だと思うんです。そ

ういうところにきちんと摂津市の教育委

員会としてさらに目を向けていくと。向

け続けていくということは大事だと思う

んですね。一足飛びに廃止になってしまっ

た。制度の上限額の見直しをするとか、

授業料の無償化に至った経過から授業料

相当分については貸し付け額から外すけ

れども、新たに授業料以外にかかってい

るものについて援助していこうという摂

津市独自の貸付制度というものを残して

いくというのは大事ではないかなと思い

ます。

　他の制度もいろいろありますが、他の

制度もあり摂津市の制度もあるという選

択肢をたくさん残していくというのは非

常に大事だと思いますし、とりわけ身近

な自治体での制度というのは非常に重要

だというふうに思います。かつて生活福

祉資金の制度が摂津市にも生業資金とし

てあったかと思うんですね。ただ、大阪

府の制度があるということで摂津市の制

度がなくなりました。ただ市民の皆さん

の経済的な相談というものはやはり摂津

市、一番身近な役所に来るわけで、税金

であるとか保険料であるとか保育料であ

るとか授業料、給食費というものもすべ

て摂津市が窓口になってその人たちの声

を聞くということになりますので、摂津

市がその制度を持ってるか持っていない

かというのは非常に大きな違いがあると

思うんです。摂津市はその制度がなくなっ

たので大阪府の制度を使ってくださいと

いうのでは、摂津市としての今まで奨学

資金制度を活用してきた努力がちょっと

残念な、無にはなりませんけれども大き

く後退してしまうことになるのではない

かなというふうに思うんですけれども、

もう一度その制度の見直しをするという

手順をなく、廃止にしてしまうというそ

の点についてどうなのかと思います。

　それから給付型のほうを条例にしない

という点ですけども、補助金というふう

におっしゃいましたけれども、これは大

事な制度ということでいうと、その給付

をするためのきちんとした根拠が必要だ

と思うんですね。要綱ということであれ

ば議会には一切通らない状況で、その時々

の財政状況によって簡単に上下動する可

能性があるものですね。きちんと給付型

なら給付型でその意義に基づいた、目的

に基づいた条例を制定するということは

大事なことだと思いますけれども、その

点をお聞かせいただきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　この２点、大橋課長。

○大橋子育て支援課長　順次ご答弁を申

し上げます。

　まず、貸付金として市として残す部分

のご質問でございますが、この奨学金の

廃止につきましては第４次の行財政改革

実施計画の項目にあがっております。

　この再構築する理由としては何度も申

し上げておりますが、公立高等学校で年

間１４万４，０００円、私立高等学校で

約５８万円程度。これらを今まで負担さ

れていた方々が実質ゼロになったという
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ことでございます。従いまして、この部

分の影響というのは非常に大きいという

ことでは考えております。従いまして、

この１４万４，０００円、５８万円がゼ

ロになった。授業料の相当額を貸し付け

ていた制度、そういうのも市の行革とし

て考えたときにはこれを廃止できなけれ

ばほかのいろんなさまざまな、市で行っ

ている事業をすべていかなる環境変化が

あっても残さなければならないというこ

とにもなりかねます。

　やはり市と府と国との役割分担の中で

市民の方々にいろんな助成制度なり援助

なり対処も考えながら行っていくという

ものが市のありようであろうというふう

に考えておりますので、これにつきまし

てはやはり一たん廃止ということでさせ

ていただきたいというふうに考えており

ます。

　要綱の部分でございますが、先ほども

申し上げましたように、補助金として他

の事業等々の補助金との整合性も考えた

ときには要綱で十分やっていけると。他

市の事例も参考にしながら要綱で十分対

応していける。要綱であったとしても確

かに議会には上程させていただくという

機会がなくなってしまいますけれども、

議会に対しましてはきっちり情報提供を

させていただきながら制度運用をしてい

きたいというふうに考えておりますので、

要綱でお願いしたいというふうに思って

おります。

○柴田繁勝委員長　それでは登阪部長。

○登阪教育総務部長　補足で説明させて

いただきたいと思います。

　大橋課長からも答弁がありましたよう

に、やはり制度を考える際、市としての

役割とその制度がこれまで果たしてきた

役割ですね。これについて考えていく必

要があるだろうなと思っております。

　今、安藤委員からもご指摘ありました

ように、これまで公立の高等学校の進学

者の方は大阪府の育英会の奨学金のほう

で授業料、それから一部授業料以外の部

分も対応されてきて、本市の奨学金制度

については実質的に授業料の負担が大き

かった私立の高等学校の方が主な対象と

なっておりまして、その方たちが授業料

等により進学をあきらめるということの

ないように進学の機会の保障ということ

が本制度の大きな趣旨だったというふう

に思っております。そういう意味では、

授業料が実質的に無償化になったという

状況の中で、現行制度の果たしてきた役

割を踏まえますと、やっぱり今後の施策

のあり方につきましては、より支援を必

要とされている低所得で負担の大きい私

立の高等学校へ通われる方に支援を厚く

していくという、そういった考え方に立

つのが妥当ではないかというふうに思っ

ておりますのでよろしくお願いをしたい

と思います。

　それと条例化の問題でございますけれ

ども、現行の制度につきましては貸与で

ございますので、奨学金の貸与とはいえ

返還が生じてまいります。市民の方に長

期にわたりまして、その返還の義務を課

すということになりますので、これはや

はり条例で規定をしていかなければなら

ない事項だというふうに考えております。

　これに対しまして、次に考えておりま

す給付制度につきましてはあくまで授業

料以外の負担についての一部を助成して

いくということで、市でいろいろ行って

おります他の助成や補助金事業との整合

性を考えてもこれは要綱で対応していく

べきものと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。

○柴田繁勝委員長　今、部長のほうから

も補足して答弁をいただきましたが、安
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藤委員。

○安藤薫委員　行革のメニューというと

ころにも行き着くわけなんですけれども、

貸付金、これまで年間予算を見ますと、

平成２１年度で１，５２６万４，０００

円。その中で元金収入予算として２９９

万９，０００円、これ平成２１年度です

ね。決算でいきますと１，４２５万６，

０００円の貸付金で、元金収入が３９７

万３，２００円と。

　平成２２年、２３年度も貸付金の予算

を組みながらも元金収入ということでき

ちんと返ってきて直接的な原資というふ

うに考えていいのか、基金ではありませ

んからわかりませんが、少なくとも借り

た分が返ってくると。高校に通っている

間は援助してもらう、助けてもらう。そ

の一時的な援助という形の意味合いのも

のですので、これをこの制度を一足飛び

に廃止していくということについては私

はちょっと納得しづらい。少なくとも見

直しを図っていく、貸し付けという枠も

選択肢として残していくというのは必要

だと思います。それでその点については

私の意見として言っておきます。

　それから新しい給付型のほうについて

は補助金の制度だということでございま

す。ただ、補助金の制度では要綱で対応

していきたいと。議会には上程しないけ

れども議会にはきちんと内容については

報告をしますからというお話ではありま

すが、心配しているのはいろいろな事柄

が内部で決まってしまってからどんどん

議会へ、そして市民の皆さんへというこ

とで後々になってきたというこれまでの

経過があるんですね。やはり条例できち

んと議会の議論に乗せていくと。そして

その給付なら給付で、その給付の法的な

根拠、条例上の根拠というものがないと

財政上の理由によってこれは簡単に変え

られてしまうということが今までもあり

ました。

　あわせて国の動きとして子ども・子育

て新システムの考え方が導入されようと

していますが、その中で児童給付の一括

交付金というような制度も検討されてい

るというふうに聞いてるんです。就学援

助金でもそうですが、三位一体改革のも

とでそれぞれ地域で役割を果たしている

制度が国庫補助金が簡単にばっさりと削

られてしまうという経過があって、国の

制度にも相まって自治体がそれぞれ地域

の教育委員会がよかれと思って進めてき

た事業が簡単に崩されかねない状況になっ

てきています。一括交付金となれば、当

然財政状況が厳しい中で残されていくも

のというのはやはり法令上、条例上根拠

のあるものが残されていって、最終的に

お金がなくなれば簡単に削られていく対

象というのは給付型のようなものに、要

綱で定められたものになってくるんだと

思うんですね。そんなに簡単に削られて

しまっていいようなものなのかどうかで

すね。新たな制度を給付型ということで

新しい理念の下で進めていこうという上

で、そんな簡単に国のやり方が変わった

ことによって変わりかねないような、危

うい土台のもとにスタートさせていいの

かということを私は思うんです。その点

についての考え方を最後聞かせていただ

きたいと思います。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　条例であるか要

綱であるか、その部分については、例え

ばでございますが、就学援助金制度につ

きましては規則で持っております。ただ

この規則の中には、事細かな基準であっ

たりというものについては一切記載はさ

れておりません。毎年度の要領の中で市

として方針を決めて運用をしております。
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したがいまして、この部分についてはあ

くまでも市の政策としてどういう形でそ

の援助する制度を運用していくかという

ところを決定しているわけでございます

ので、仮に要綱であったとしてもその部

分については市の政策としてその給付の

考え方をどう運用していくのかというこ

とが非常に重要になってくるというふう

に思っておりますので、要綱であるから

といって単純に予算に左右されて知らな

い間に削られてるということについては

基本的にはないということでは考えてお

ります。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　大橋課長のほうからもそ

うやって要綱だろうと大事な制度として

スタートさせるものであって、そう簡単

に削られるものではないと力強いことを

答弁いただいたわけなんですが。行革と

いう名のもとでそういったものも対象に

あがってきて、この間就学援助金制度は

他市がどんどん削られる中で摂津市は子

育て支援の制度として守ろうと、この意

義を大事にしていこうということで踏ん

張ってきていただいた、いただいている

ということからすると、ある意味今の力

強い言葉というのは一定、論拠があるの

かなというふうにも思うわけですが、し

かし、大橋課長や登阪部長や和島教育長

がいつまでもいらっしゃるということで

もありません。

　やっぱりこの新しい制度というのは趣

旨というものがすごく大事であって、制

定時はどんな理念に基づいてスタートさ

せたのかということがはっきりとした形

で後世に残していかないといけないと思

うんですね。条例であれば、例えばそれ

がもう既に役割が終えたのであれば、そ

の役割が終えた理由とそれから新しい制

度移行について議会できちんと説明をし

ていくというような段取りが踏まれるべ

きものだと思うんです。そういう意味で

は、大丈夫ですと言われても大丈夫でな

かったのが今までのさまざまな要綱の制

度でありましたので、その点ではやっぱ

り、たとえ補助金的な性格のものであろ

うとも、奨学資金を支える、支援金とい

う名前に変えようとも援助していくとい

う制度でありますから、きちんとした形

で条例として議会で論議ができるような

形としてあげていただきたい、それが筋

だということを申し上げておきたいと思

います。

○柴田繁勝委員長　安藤委員の質疑が終

わりました。

　南野委員。

○南野直司委員　私のほうから何点かお

聞かせいただきたいと思います。

　この奨学資金貸付制度の廃止というこ

とでありますけれども、それからまた新

たな給付制度の考え方ということで、さ

まざまな観点からご答弁をいただいたと

思うんですけれども。ちょっと気になり

ますのは、大阪でしたら、公立高校であっ

ても私立高校であっても多くの市から通

われるということで、認識しているんで

すけれども、他市の状況ですね。この貸

付制度があるところはやっぱり廃止して

このように新たな給付制度を設けていか

れるのか。

　それから先日いただいた資料を見させ

ていただきますと、一応、給付制度でし

たら月に３，５００円ということで金額

を入れていただいておったんですけども、

その辺、他市の状況をお聞かせいただき

たいと思います。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　奨学金制度の他

市の状況についてご答弁を申し上げます。

　この奨学金制度については、他市、府
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下、基本的には全市で行っておりますが、

貸し付けのスタイルをとっている市と給

付のスタイルをとっている市とさまざま

でございます。

　北摂でいいますと、高槻、豊中、箕面

が貸し付けの制度をとっておりまして、

茨木、池田、吹田については給付という

ことになっております。ちなみに吹田市

が給付型で月額３，０００円。茨木市は

月額４，０００円ということになってま

す。他市におきましても国、府の制度の

中で貸し付けについて見直す動きは出て

おります。実際に見直したのが吹田市で

ありますし、茨木市も金額の変更を行っ

た経過がございます。流れ的にも貸し付

けから給付というのはこれは全国的な流

れでそのような傾向があるというふうに

は認識はしております。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　わかりました。他市と

の給付金額とか、あるいは所得制限等々

ちょっと開きがありますと、いろんなお

声も出てきますし、またさまざまな問題

も出てきますのでその辺をしっかりまた

見ていただいて検討していただきたいな

と思います。

　もう一つはこれが実施されるというこ

とになりましたら、やっぱり対象者の方

には、皆さんにはきっちりと受けていた

だきたいと思う観点から、このような形

で廃止になって、それから市としてはこ

のような考えで給付になりましたという

ことを周知をやっぱりきっちりしていか

なあかんかなと思うんですけれども、そ

の辺の考えをお聞かせいただきたいと思

います。

○柴田繁勝委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　周知の件でござ

いますけれども、今回の議会で、もしご

可決いただきましたら、この新たな給付

制度の枠組みについてつめてまいりたい

と。

　この新たな制度につきましても、向学

心というところの部分を考慮させていた

だきたいというふうに考えておりますの

で、これまでと同様に学校経由でという

ことでは考えております。したがいまし

てそのことも踏まえますと、学校のほう

にそのあたりを２学期から周知をしてま

いりたいというふうには考えております。

○柴田繁勝委員長　南野委員。

○南野直司委員　その周知は大事な部分

と思いますので、しっかりとしていただ

くようによろしくお願いします。

○柴田繁勝委員長　ほかにはありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　副委員長、質疑はな

いですか。

○野原修委員　ないです。

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４６分　休憩）

（午前１０時４８分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開します。

　討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決します。

　議案第３７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　これで本委員会を閉会します。

（午前１０時４９分　閉会）
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委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  南 野 直 司
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